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意見（原文） 意見に対する県回答

【素案頁】Ｐ24～Ｐ25久慈市

【意見】
県民税を納付しなくても良い年収90万円以下
の低所得者世帯への税負担軽減策がありませ
ん。また、新型コロナウイルスで収入がゼロ
に成った世帯への負担の軽減策が無く、「平
準化」の美名のもとに「負担が高くなって理
解ができない」と考える世帯への対応策を考
えておかないと、根本的な未納への解決策に
はならない、と考えます。

・国民健康保険税は応能割
と応益割で構成されてお
り、このうち、所得水準に
よらず賦課される応益割に
ついては、低所得者の保険
税負担を軽減するため、被
保険者の所得に応じて、応
益割の７割、５割、２割を
軽減する措置が講じられて
います。
・応益割の更なる税負担軽
減については、県単独での
軽減には財源上の制約があ
ることから、未納の解決も
念頭に、国に対し、県全体
の国民健康保険税負担の減
少に資する更なる財政措置
を求めているところです。
・なお、新型コロナウイル
ス感染症により所得が減少
した被保険者に対しては、
国の公費により国民健康保
険税の減免措置が行われて
います。

パブリックコメントの実施結果 別紙２
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